


ALPS処理水の処分に伴う経営・輸出等の対策に関する特別
相談窓口についてのお知らせ
当協会は、ALPS処理水の処分に伴い、経営上の困難が生じている中小企業者のみなさま

を支援するため、相談窓口を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。（土日祝日

を除く）。

相談窓口開設時間

平 日
（土日祝日を除く）

午前９時から午後５時１５分まで

【お問合せ先】企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

保証事務説明会の開催について
当協会では金融機関の皆様に、保証利用に関する

手続きや各種保証制度の特長をご案内するための

「保証事務説明会」を開催しております。

説明会を通じて、金融機関と協会の担当者同士が

「顔の見える関係」を築き、保証利用における疑問

点等を解消していただくことで、金融機関の皆様と

より一層連携を深め、中小企業者の支援に取り組みたいと考えております。

【最近の開催実績】

開催方法、開催内容等について柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

８月２１日 川崎信用金庫 大島支店

９月１３日 川崎信用金庫 住吉支店

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号
について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号は、令和５年１０月１日以降

の認定申請分から、使途が借換に限定されました。ただし、借換時に追加融資資金を加える

ことは可能です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

川崎市中小企業融資制度 伴走支援型経営改善資金の保証料
補助終了について

川崎市中小企業融資制度の伴走支援型経営改善資金は、令和６年１月３１日までに融資実

行された融資が保証料補助の対象となります。ご利用の際は余裕を持った申込をお願いいた

します。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

令和５年上期（令和５年１１月末提出期限）の「業況報告
書」提出に関するお願い

取扱金融機関によるモニタリングが規定されている保証制度の令和５年上期モニタリング

報告分について、令和５年１０月に「業況報告書」対象顧客を一覧表示した報告用データをE

メールで送信しましたので、必要項目をすべて入力の上でご報告いただきますようお願いい

たします。

また、詳細については信用保証の手引きに記載しております。ご不明な点がございました

らお気軽にお問合せください。

モニタリング報告が必要となる保証制度

（１）経営安定関連保証４号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）

（２）経営安定関連保証５号（平成３０年３月３１日以前に保証申込受付したもの）

（３）東日本大震災復興緊急保証制度

（４）危機関連保証制度

（５）新型コロナウイルス感染症対応資金

経営者保証を必要としない信用保証制度のご案内

創業期の中小企業者の積極的な事業展開を推進するために、経営者保証を不要とする新た

な信用保証制度として「スタートアップ創出促進保証制度」を取扱いしております。なお、

本制度は創業者と創業後５年未満の中小企業者が対象となります。

また、川崎市中小企業融資制度「スタートアップ創出促進資金」を利用した場合、川崎市

からの保証料補助（１/２）が受けられ信用保証料率が年０．５％となるメリットがあります

ので、ぜひご利用ください。

詳細等につきましてはお気軽にお問合せください。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

【お問合せ先】 経営支援推進課 044-211-050４
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信用保証書の電子交付について
当協会では、令和３年５月からインターネット上で電子署名を付与した電子保証書を金融

機関に交付する、信用保証書の電子交付サービスを行っています。電子化することにより、

紙媒体による交付に比べ、保証決定後の迅速な融資実行が可能となります。

令和５年９月１日に阿波銀行、１０月２０日にりそな銀行で開始したことにより、あわせ

て２２金融機関に信用保証書の電子交付を行っています。

詳細や導入の検討につきましてはお気軽にお問合せください。

【お問合せ先】 総務企画課 044-211-0503

「第19回かながわ企業支援ネットワーク会議」の開催につ
いて
令和5年10月11日（水）に、ステーションコンファレンス川崎（ＲｏｏｍＡ・Ｂ・Ｃ）に

おいて「第19回かながわ企業支援ネットワーク会議」を開催しました。

かながわ企業支援ネットワークは、経営支援・再生支援への取組みをより円滑かつ効果的

に推進するため、中小企業・小規模事業者を支援する関係機関の連携強化を目的に設立され

たもので、かながわ企業支援ネットワーク会議は、神奈川県信用保証協会、横浜市信用保証

協会、川崎市信用保証協会、神奈川県中小企業活性化協議会が事務局となり、運営していま

す。

今回は４７機関６８名の方にご出席いただきました。

「信用保証の手引き」改訂について
「信用保証の手引き」（令和５年１０月改訂版）を作成しました。「信用保証の手引き」

は、円滑な事務手続きの一助となるよう作成しており、保証申込から代位弁済までの

事務手続き等を簡潔に解説しております。

金融機関の各支店へ送付しておりますが、HPの金融機関専用ページに掲載しており

ますのでご活用ください。

【お問合せ先】 経営支援推進課 044-211-050４
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Q＆A 代位弁済に関すること

Q.代位弁済請求書の添付書類を教えてください。

A.代位弁済請求時に添付する書類は令和5年10月発行の信用保証の手引き 89頁を参照くだ

さい。

Q.代位弁済時の書類の引渡しについて留意点はありますか。

A.代位弁済決定後、債権書類の原本を移管する必要があります。ただし、プロパー債権等が

あり原本の引渡しができない場合は、書類の写しに『原本の写しに相違ない』旨を奥書し、

金融機関名、支店長名を記名した上で、支店長印を押印、割印をしたものをご提出ください。

また、他協会保証付債権がある場合は、原則として最も遅く代位弁済を行う信用保証協会

（代位弁済日が同日の場合は、代位弁済金額が大きい信用保証協会）に移管してください。

なお、原本証明をした書類を移管する場合は、当協会様式第26号「債権書類の移管につい

て」に必要事項を記入の上、併せてご提出ください。

債権書類原本の保管先

金融機関 川崎市信用保証協会 他信用保証協会

川崎市信用保証協会付債
権のみがある場合

〇

プロパー債権、川崎市信
用保証協会付債権がある
場合

〇 ※

プロパー債権、川崎市信
用保証協会付債権、他協
会付債権がある場合

〇 ※

川崎市信用保証協会付債
権、他協会付債権がある
場合（代位弁済予定日が
異なる場合）

最も遅く代位弁済を行う信用保証協会に原本
を移管してください。
※

川崎市信用保証協会付債
権、他協会付債権がある
場合（代位弁済予定日が
同日である場合）

代位弁済金額が大きい信用保証協会に原本を
移管してください。
※

※代位弁済請求する債権の契約に係る書類（金銭消費貸借契約証書、変更契約証書、信用保
証書、変更保証書等）の原本は各信用保証協会へ移管してください。
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北支所企業支援課 044-850-0055



ALPS処理水の処分に伴う経営・輸出等の対策に関する特別
相談窓口についてのお知らせ
当協会は、ALPS処理水の処分に伴い、経営上の困難が生じている中小企業者のみなさま

を支援するため、相談窓口を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。（土日祝日

を除く）。

相談窓口開設時間

平 日
（土日祝日を除く）

午前９時から午後５時１５分まで

【お問合せ先】企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

保証事務説明会の開催について
当協会では金融機関の皆様に、保証利用に関する

手続きや各種保証制度の特長をご案内するための

「保証事務説明会」を開催しております。

説明会を通じて、金融機関と協会の担当者同士が

「顔の見える関係」を築き、保証利用における疑問

点等を解消していただくことで、金融機関の皆様と

より一層連携を深め、中小企業者の支援に取り組みたいと考えております。

【最近の開催実績】

開催方法、開催内容等について柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

８月２１日 川崎信用金庫 大島支店

９月１３日 川崎信用金庫 住吉支店

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号
について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号は、令和５年１０月１日以降

の認定申請分から、使途が借換に限定されました。ただし、借換時に追加融資資金を加える

ことは可能です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

 こんな方におすすめです！ 　・借換により資金繰りの安定を図りたい方

　今回は 川崎市中小企業融資制度の借換支援資金 をご紹介します。

 保証内容は？　　保証限度額：最大2億8,000万円　　　　対象資金：運転資金　

　借換支援資金の保証残高が8,000万円以下の場合、川崎市の補助により信用保証料率が年0.45％～

0.95％となります。詳細は企業支援課または北支所企業支援課にお問合せください。

　　　　　　 　　保証期間：10年以内（据置1年以内）

保 証 制 度 の ご 紹 介
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信用保証を利用する皆さまへ

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません！
川崎市信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切

の関係を遮断します
※反社会的勢力とは
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う者

※本所駐車場について
当協会本所には駐車場がございません。駐車場を

ご利用の場合は、川崎駅東口広場公共駐車場(アゼリ
ア駐車場)をご利用の上、担当者に駐車券をご提示く
ださい。

事務所のご案内

※無料シャトルバス（AM10：00～）について
乗り場：溝の口駅北口バスターミナル

9番乗り場「KSP行き」
※北支所駐車場について

当協会北支所の駐車場はＫＳＰ地下駐車場をご
利用の上、担当者に駐車券をご提示ください。

『起業家向け無料相談』窓口について

川崎市信用保証協会は、川崎市男女共同参画センターと連携して、川崎市内で創業を希望
する方のご相談に対応するため『起業家向け無料相談』窓口を設置しております。

9 00 17 00
1 45

お問合せ先
企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055
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